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豊明市広告付き番号案内表示システム及び 

デジタルサイネージシステム設置事業に係る公募型プロポーザル実施要領 

１ 目的 

この要領は、窓口サービスの向上及び市の経費削減を目的とした、広告付き番号案内

表示システム及び行事情報等を掲載するデジタルサイネージシステムを無償で設置でき

る事業者を公募型プロポーザル方式により選定するために必要な事項を定めるものであ

る。 

２ 事業概要 

⑴ 事 業 名 豊明市広告付き番号案内表示システム及びデジタルサイネージシステ

ム設置事業 

 ⑵ 事業内容 別紙「豊明市広告付き番号案内表示システム及びデジタルサイネージシ

ステム設置事業仕様書」のとおり 

 ⑶ 設置期間 システム運用開始日から令和１３年５月２日（金）まで 

 ⑷ 設置場所 豊明市役所本館１階（詳細は「設置場所レイアウト図」のとおり） 

 ⑸ 事業費用 広告付き番号案内表示システム及びデジタルサイネージシステムの設

置並びに維持管理にかかる費用は事業者の負担とし、豊明市（以下「市」

という。）は本事業に関わる一切の費用を負担しない。 

３ 参加資格要件 

本プロポーザルに参加できる者は、次に掲げる全ての要件を満たす者であること。な

お、必要に応じて市から確認資料の提出を求めることがある。 

⑴ 豊明市物品入札参加資格者名簿に登録されている者であること。 

⑵ 豊明市指名停止取扱要領（平成１２年１１月１３日決裁）に基づく指名停止を受け

ていない者であること。 

⑶ 国又は地方公共団体において、広告付き番号案内表示システム又はデジタルサイネ

ージシステム設置の実績があること。 

⑷ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当

しない者であること。 

⑸ 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）第１７条に規定する更生手続き開始の申

立てがなされている者でないこと（同法第１９９条に規定する更生計画認可の決定

を受けている者を除く。）又は民事再生法（平成１１年法律第２２５号）第２１条

に規定する再生手続き開始の申立てがなされている者（同法１７４条に規定する再

生計画認可の決定を受けている者を除く。）でないこと。 

⑹ 豊明市が行う調達契約等からの暴力団排除に関する事務取扱要領（平成２０年２月

１５日決裁）に基づく排除措置を受けていない者であること。 

⑺ 国税及び都道府県税及び市町村税の滞納がない者であること。 
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４ プロポーザルスケジュール 

実施内容 実施期間又は期日 

公告 令和７年１２月２３日（火） 

質問受付期間 
令和７年１２月２３日（火）から 

令和８年１月９日（金）１７時 必着 

質問回答期日 令和８年１月１４日（水） 

参加申込及び企画提案書提出期限 令和８年１月２１日（水）１７時 必着 

審査会通知 令和８年１月２６日（月） 

審査会 令和８年１月２８日（水）午後 

審査結果の通知 令和８年２月上旬 

協定の締結 令和８年２月上旬 

５ 質問の受付・回答 

 質問の受付・回答は下記のとおりとする。 

  ⑴ 提出期限 令和８年１月９日（金）１７時 必着 

  ⑵ 提出方法 電子メールで送付すること。 

  ⑶ 提出書類 様式１「質問書」 

  ⑷ 回答方法 令和８年１月１４日（水）までに質問者に対して電子メールで送付す

るとともに、市ホームページで公開する。 

  ⑸ 注意事項  

    ア メールの表題は「豊明市広告付き番号案内表示システム等設置事業に関する

質問」とすること。 

    イ 質問に対する回答は、本実施要領及び仕様書等を補完するものとする。 

    ウ 口頭、電話及びＦＡＸによる質問は受け付けない。 

６ 参加申込書の提出 

⑴ 提出期限 令和８年１月２１日（水）１７時 必着 

 ⑵ 提出書類 

   ア 様式２「参加申込書」 

   イ 様式３「誓約書」 

   ウ 様式４「会社概要」 

   エ 法人登記にかかる現在事項証明書の写し（発行後３か月以内のものに限る。） 

   オ 国税、都道府県税及び市町村税の滞納がないことの証明書の写し（国税は納税

証明書（その３）に限る。） 

 ⑶ 提出部数 各１部 

 ⑷ 提出方法 持参又は書留郵便を使用し、提出すること。 

 ⑸ 通 知 参加申込者には、令和８年１月２６日（月）までに審査会参加要請の通

知をメール送信する。 

 



3 
 

７ 企画提案書の提出 

⑴ 提出期限 令和８年１月２１日（水）１７時 必着 

 ⑵ 提出方法 持参又は書留郵便を使用し、提出すること。 

 ⑶ 提出書類 

提出書類 様式等 提出部数 他 

① 企画提案提出書 様式５ １部 

② 業務実績 様式６ １部 

③ 企画提案書  
様式任意 

Ａ４版１３枚以内 
原本１部 写し５部 

 ⑷企画提案書留意事項 

  ア 様式６「業務実績」 

    参加申込者が受注した国または地方公共団体を相手方とする直近の広告付き番

号案内表示システム又はデジタルサイネージシステムの導入事績について記載

すること。 

  イ 企画提案書（様式任意） 

    企画提案書を作成するにあたり、次の事項に留意して作成すること。 

    【テーマ１】提案するシステムの機能、配置等について 

    【テーマ２】市政情報、広告の発信方法について 

    【テーマ３】自社の独自性・優位性、その他提案したいことについて 

  ウ 企画提案書の記載に関する留意事項 

    ① 用紙サイズはＡ４版とし、横書きを基本とする。 

    ② 企画提案書は両面刷りで、表紙を含めて１３枚（２５ページ）以内とする。 

③ 企画提案書にはページ数を付すこと。 

    ④ 文字サイズは、１１ｐｔ以上とする。 

    ⑤ 図、絵、写真等の使用は可とする。 

    ⑥ 専門用語には注釈を付けるなど、分かりやすい表現で記載する。 

８ 審査会の実施 

 ⑴ 実 施 日 令和８年１月２８日（水）午後 

 ⑵ 時間場所 審査会参加要請通知に記載 

 ⑶ 所要時間 ３５分以内（プレゼンテーション２０分以内、質疑応答１０分以内、準

備・片付け５分） 

 ⑷ 実施方法 

   ア プレゼンテーションを行う順番は、参加申込書の受付順とする。 

   イ プレゼンテーションは自由形式とする。ただし、提出された企画提案書に基づ

いて行うものとし、企画提案書に添付されていない新たな資料等の追加はでき

ないものとする。 

   ウ プレゼンテーション出席者は３名以内とする。 

   エ プレゼンテーションに際し、パソコン等電子機器の使用は可とする。なお、プ

ロジェクター、スクリーン及びコードリールは市が用意する。 
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９ 審査方法 

⑴ 審査委員会 

ア 企画提案書等の評価は「豊明市広告付き番号案内表示システム及びデジタルサ

イネージシステム設置事業者選定委員会（以下「選定委員会」という。）」が行

う。 

イ 選定委員会の委員構成については、評価の公平性を確保するため、公表しない

ものとする。 

 

 ⑵ 評価方法 

   ア 企画提案書及びプレゼンテーションの内容について、「豊明市広告付き番号案内

表示システム及びデジタルサイネージシステム設置事業企画提案書等評価基準」

に準じて、審査委員ごとに評価し、その合計点を評価点とする。 

  イ 選定委員会は、総合評価点が最も高い事業者を受託候補者として選定する。な

お、参加者が１事業者の場合であっても本プロポーザルは成立することとする。

ただし、総合評価点が一定水準に達しない場合は、受託候補者として選定しな

い。 

  ウ 上位者の評価点が同点の場合は、選定委員の協議により決定する。 

１０ 失格要件 

 次の事項に該当する場合は失格とする。 

 ⑴ 提出すべき書類に不足や虚偽の記載があった場合。 

  ⑵ プロポーザル審査会の集合時刻に集合しなかった場合。 

 ⑶ 審査の透明性・公平性を害する行為があった場合。 

 ⑷ その他この要領に示した条件に適合しない場合。 

１１ 審査結果の通知 

全参加事業者に対し電子メールにより通知するとともに、市ホームページで公開する。

なお、審査結果について、質問及び異議申し立ては受け付けない。 

１２ 協定の締結 

 審査結果の通知後、受託候補者と速やかに協定内容について協議し、協定の締結を行

う。 

１３ 広告掲載手続き 

 ⑴ 広告主の募集は、受託者において行うものとする。 

 ⑵ 広告を掲載する広告主及び広告内容については、豊明市有料広告掲載の取扱い 

  に関する要綱を遵守すること。 

 

１４ その他 

 ⑴ 本プロポーザルの実施における企画提案書等の作成・提出並びにヒアリング等に

係る一切の経費は、参加事業者の負担とする。 

   ⑵ 提出期限以降の書類の差替及び再提出は認めない。 
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⑶ 提出書類は、申込みを精査する作業に必要な範囲において複製することがあり、

返却はしない。 

⑷ 提出書類は、豊明市情報公開条例（平成１３年豊明市条例第２９号）に規定する

開示請求の対象となる。 

⑸ 提出書類の著作権は、提案者に帰属する。ただし、審査に必要な範囲において複

製することができるものとし、協定締結後に、公平性、透明性及び客観性を期す

るため公表することがある。 

⑹ 協定締結後においても、受託者がこのプロポーザルにおいて失格事項に該当した

ことが明らかとなった場合あるいはこのプロポーザルにおける企画提案書におい

て著しく実現性から乖離した提案を行っていたことが明らかとなった場合は、協

定を解除することができる。 

１５ 連絡先 

   〒４７０－１１９５ 愛知県豊明市新田町子持松１番地１ 

  豊明市役所 市民生活部 市民課 担当：星子・加藤 

  電話番号：０５６２－９２－１１１２ 

   電子メール：shimin@city.toyoake.lg.jp 

mailto:shimin@city.toyoake.lg.jp

